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議案第２号 

 

君津市学校給食費の管理に関する条例の制定について 

 

 君津市学校給食費の管理に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和３年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

国の学校給食費徴収・管理に関するガイドラインに基づき、令和３年度から学校給食費

の徴収等に係る業務を学校から市へ移管することに伴い、学校給食費の管理に関し必要な

事項を定めるため、新たに条例を制定しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市学校給食費の管理に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、君津市立小学校及び中学校において、学校給食法（昭和２９年法律

第１６０号）第４条の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の管理に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 学校給食 学校給食法第３条第１項に規定する学校給食をいう。 

(2) 学校給食費 学校給食に要する食材料費をいう。 

(3) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者（学校教育法（昭和 

２２年法律第２６号）第１６条に規定する保護者をいう。）その他学校給食を受ける必

要がある者として規則で定めるものをいう。 

（学校給食費の徴収等） 

第３条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。 

２  学校給食費の納付の方法及び期限等は、規則で定める。 

 （学校給食費の額） 

第４条 学校給食費の額は、次のとおりとする。 

(1) 小学生及び当該小学生と同様の学校給食の提供を受ける者 日額 ２５０円 

(2) 中学生及び当該中学生と同様の学校給食の提供を受ける者 日額 ３１０円 

(学校給食費の減免) 

第５条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除する

ことができる。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（君津市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

２ 君津市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例（昭和４６年君津市条例第 

１７号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条及び第１１条を削り、第１２条を第１０条とする。 

 



 

 

-
 
1
 
- 

君津市学校給食費の管理に関する条例附則関係新旧対照表 

改正案 現 行 

＊附則第２項関係 君津市学校給食共同調理場の設置及び管理に関す

る条例 

 

 （給食費の額） 

第１０条 給食費の額は、次のとおりとする。 

(1) 小学生及び小学校に勤務する者 日額 ２５０円 

(2) 中学生及び中学校又は共同調理場に勤務する者 日額 ３１０

円 

 （給食費の減免） 

第１１条 教育委員会は、必要と認めるときは、給食費の全部又は一

部を免除することができる。 

（委任） （委任） 

第１０条 省略 第１２条 省略 

  

 


